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適切な価格転嫁に向けた県の取組

（令和７年３月）
静岡県経済産業部

写真：静岡県観光協会提供   
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区分 取組内容

普及
・促進

認知度の向上、
登録呼びかけ

○県HP、県関連メルマガ等での発信
　・発注側：宣言浸透、受注側：価格転嫁窓口への誘導
○発注企業情報収集専門調査員等の働きかけ
　・主に発注側企業への登録働きかけ

インセンティブの付
与

○補助金、官公需発注における優遇（加点）
　・補助金審査 R5年度４件→R6年度29件
〇建設業入札参加資格の加点項目として追加(R7入札参加資格から反映)

情報収集
と発信

県内企業への調査
等

○価格転嫁・パートナーシップ構築宣言に係る実態調査
　・R6年度アンケート実施（R6.11 4,000社）
　・調査結果等を参画機関と共有、県HPで発信

支援情報
の周知

講習会、セミナー
等の実施

○取引適正化に関連する講習会の開催
　・７月26日 　下請取引適正化推進講習会(41社参加)
　　９月25日　価格交渉支援セミナー(56社参加)　等 ほか
　・価格交渉ガイドブック・支援ツール、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に
   関する指針等の周知、価格交渉の実例紹介等を実施

相談窓口
○適正取引・価格転嫁などに関する窓口の設置、周知
　・（公財）静岡県産業振興財団（相談窓口、法律相談）　など

県内宣言登録企業数：共同宣言前の約 2.7倍に増加
（1,085⇒2,963社（R5.5月末⇒R7.2月末）） 3

１ 共同宣言に基づく令和6年度の具体的な取組



[全   体]　登録済み、登録予定の割合が27.3%と9.6pt上昇
　　　　　　　　　　県内における宣言の登録に向けた認知は一定程度進む
[製造業]　   24.7%→34.5％(+9.8pt)　　　　[非製造業]　16.2%→25.4％(+9.2pt)

ア　パートナーシップ構築宣言の登録状況（n=406） 

 　

対象企業：4,000社   回答企業：406社（回答率10.2％）調査期間：令和6年11月1日～11月30日
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２  令和６年度 価格転嫁・パートナーシップ構築宣言に係る実態調査結果(概要)
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＜他県との比較＞
　A県※45.3%と比較して本県は61.1%と高い
※令和６年10月　本県と類似調査を実施

・「特に相談はしていない」が77.0％と最も多い

・相談先としては「同業他社」が14.0％と多い

＜他県との比較＞
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２  令和６年度 価格転嫁・パートナーシップ構築宣言に係る実態調査結果(概要)

イ　価格交渉の実施状況(n=406)

ウ　価格交渉をするにあたり相談した社外の機関等(n=357) 
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エ　コスト高騰に対し、価格転嫁できた割合(医療・福祉を除く(n=399))　

　・「７割」以上の価格転嫁ができた企業の割合は30.6％
　　「全くできていない」企業は、18.3%。
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（2）  令和６年度 価格転嫁・パートナーシップ構築宣言に係る実態調査結果(概要)

　・加重平均による価格転嫁率は44.0％
　　（参考：中小企業庁R6.9全国調査結果 価格転嫁率：49.7％） 

２  令和６年度 価格転嫁・パートナーシップ構築宣言に係る実態調査結果(概要)



現状・課題 取組内容

◆特に発注者側への浸透のため、
従業員数の多い企業等、ターゲッ
トを絞った宣言登録の直接的な
働きかけ
◆地域の企業にとって身近な経
営指導員等と連携した相談窓口
や価格交渉ノウハウの周知  
                                  など　　　

■パートナーシップ構築宣言の登録
状況は改善しているが、まだ増加の
余地がある。

■「７割」以上の価格転嫁ができた
企業の割合が30%である。

■一方、全く転嫁できていない企業
の割合18.3%あり、より一層の促
進が必要

３ 適切な価格転嫁の促進に向けた今後の方向性


